
令和元年 7月 1日改定

入札心得

佐賀県大町町

第１条 入札保証金

  大町町財務規則第１０５条により、入札に参加しようをする者の見積る契約金額の１００分の５

以上とする。ただし、過去２年間公共工事において、同等及び同規模以上の施行実績が２回以上あ

る者は、実績契約書の写と免除申請、又は、その者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保

証保険契約を締結したときは契約書を入札事前に提出し承認を得るものとする。

  なお、指名競争入札における入札保証金は免除とする。

第２条 契約保証金

  契約金額が５００万円以上の場合、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付する。契

約保証金は、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって代えることができ

る。

また、公共事業履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、

契約保証金の納付を免除する。

  なお、契約金額が５００万円未満の場合、大町町財務規則第１２４条第３項第３号により免除す

ることができる。

第３条 契約保証金の納付

  契約保証金の納付は、契約書の提出と同時に行うこと。

なお、利付国債又は保証事業会社の保障を契約保証金の納付に代える場合及び公共事業履行保証

証券又は履行保証保険契約により契約保証金の納付を免除しようとする場合は、契約書と同時に保

証書等を提出すること。ただし、議会の議決を要する契約に該当するため仮契約を締結する場合は、

議会の議決後速やかに納付するものとする。

第４条 無効の入札

  下記各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１） 参加する資格のない者。

（２） 当該競争について不正行為を行った者。

（３） 入札書の金額、氏名及び印鑑については誤脱並びに判読不可能な記載をした者。

（４） 一人で２以上の入札をした者。

（５） 入札保証金の納入額が不足した者。

（６） 代理人でその資格のない者。

（７） 大町町暴力団排除条例（平成 24年 3月 15日条例第 1号）第 2条に規定する暴力団等

（８） 内訳書の提出がない者。

（９） 内訳書の合計金額が入札金額と異なる場合。

（10） 前各号に掲げる者のほか競争の条件に違反した者。



第５条 失格の入札

  下記に該当する場合はその者を失格とする。

最低制限価格を定めた入札において、入札金額が最低制限価格を下回る入札をした場合。

第６条 入札の中止又は延期

  下記各号の一に該当する場合は、入札を中止又は延期する。

（１） 競争に参加し、及びこれに関係を有する者が共謀結託その他の不正行為を行い、又は行

おうとしていると認めるとき。

（２） 施工場所の形状が変更され、当初の工事計画が達成されないと認めるとき。

（３） 事業の廃止若しくは変更その他必要があると認めるとき。

第７条 入札の辞退

  入札の参加資格を有する者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することがで

きる。

なお、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に揚げるところにより申し出るものとする。

また、入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるも

のではない。

（１） 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者等に直接持参し、又は郵送（入札日の

前日までに到達するものに限る。）して行う。

（２） 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行してい

るものに直接提出して行う。

第８条 落札者の決定

  予定価格の制限範囲内の価格で、最低制限価格（大町町財務規則第１０３条の規定による）以上

（下記第９条の最低制限価格の設定方法）の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもっ

て申込みをした者を落札者とする。

第９条 最低制限価格の設定方法

  （１） 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が、予定価

格に１０分の９を乗じて得た額を超える場合にあっては１０分の９を乗じて得た額とし、

予定価格に１０分の７を乗じて得た額に満たない場合にあっては１０分の７を乗じて得

た額とする。

     この最低制限価格の算定方法は、予定価格が１，０００万円を超える工事に限る。

   【計算式】

  ①直接工事費×０．９７

    （機械経費０．９５ 労務費１．００ 材料費０．９５）

  ②共通仮設費×０．９０

  ③現場管理費×０．９０

  ④一般管理費等×０．５５

  （２） １，０００万円を超えるその他の請負契約については、１０分の７から１０分の９まで



の範囲内で定める割合を予定価格に乗じて得た額で設定する。

  （３） １，０００万円以下の工事又はその他の請負契約については、最低制限価格は設けない。

第１０条 入札金額の記載方法

  落札決定にあたっては入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当する額を加算

した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

  契約予定期間の末尾が令和元年１０月１日以降とする契約は１００分の８を１００分の１０、１

０８分の１００を１１０分の１００とする。

第１１条 入札書の様式

  入札書の様式は、大町町財務規則（別記第５９号様式）に準ずる。

第１２条 委任状の提出

  入札参加業者の代表者以外の者が入札に参加する場合は、委任状を提出すること。委任状の様式

は、別添様式２を参考様式とする。委任状に記載する住所は、委任者の自宅住所を記載すること。

第１３条 入札の回数

   入札は、２回までとする。

第１４条 内訳書の提出

入札に際しては、別紙様式４の内訳書に記名・押印し１部提出しなければならない。

第１５条 建設共同企業体に関する事項

（１） 入札書及び委任状に記載する入札者の表記は、建設共同企業体の代表者等を記載するも  

のとする。印は建設共同企業体の協定書に添付した使用印鑑届の印を使用する。

（記載例）

   住 所  （建設共同企業体の協定書に揚げる事務所の所在地）

   氏 名  ☆☆・○○建設共同企業体

        代表者  ☆☆建設株式会社

        代表取締役  何   某  印

  （２） 契約書に記載する請負者の表記は、当該建設共同企業体の名称及び代表者の外構成員す

べてを記載する。

（記載例）

     ☆☆・○○建設共同企業体

     代表者 □□市□□町□□番地

☆☆建設株式会社

         代表取締役  何   某  印

         構成員 △△市□□町□□番地

             ○○建設株式会社



     代表取締役  何   某  印

第１６条 入札結果の公表

   入札結果については、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の規定に基づ

き入札終了後速やかに公表する。

第１７条 契約書の作成

   契約書は、工事の場合、大町町財務規則（別記第６３号様式（その１））に定める様式とし、

大町町建設工事請負契約約款を袋とじする。委託の場合は委託契約書及び仕様書を袋とじする。

作成部数は、契約当事者数と同数とする。

特記事項

   議会の議決を要する契約の場合は、仮契約の締結となるので、契約書中に「この契約書は大町

町議会の契約議決を得たのちに本契約に変わるものとする。」旨を特記すること。

入札心得に関する問合せ先

  〒８４９－２１０１ 佐賀県杵島郡大町町大字大町５０１７番地

大町町役場 農林建設課

   電話 ０９５２－８２－３１５１  FAX ０９５２－８２－３１１７


